
原
子
力
防
災

班 行
政
管
理
班

号

外

二�
平

成
二
十
四
年

四

月

一

日

原
子
力
防
災

室
長

行
政
管
理
課

長

１

原
子
力
災
害
対
策
本
部
の
全
体
の
調
整
及
び
指
揮
統
括

に
関
す
る
こ
と
。

２

災
害
対
策
本
部(

原
子
力
災
害
を
除
く
。)

の
事
務
局

に
関
す
る
こ
と
及
び
指
揮
統
括
・
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

３

原
子
力
災
害
に
係
る
職
員
の
動
員
準
備
及
び
警
戒
体
制

の
指
揮
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

４

原
子
力
災
害
に
係
る
自
衛
隊
等
他
機
関
へ
の
災
害
派
遣

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

目

次

規

則

○
岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

防

災

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す

る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒
本
部
員
の
指
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令

(

防

災

課)

四

規

則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
九
号

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中｢

秘
書
広
報
統
括
監｣

を｢

秘
書
広
報
総
括
監｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
秘
書
広
報
部
の
部
部
長
、
副
部
長
担
当
職
の
欄
中｢

秘
書
広
報
統
括
監｣

を｢

秘
書
広
報

総
括
監｣

に
改
め
、
同
部
広
報
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
危
機
管
理
部
の
部
防
災
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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商
業
流
通
班

地
域
産
業
班

産
業
技
術
班

労
働
雇
用
班

中
小
企
業
班

商
工
労
働
部

商
業
流
通
課

長
商
工
労
働
部

地
域
産
業
課

長
商
工
労
働
部

産
業
技
術
課

長
商
工
労
働
部

労
働
雇
用
課

長
商
工
労
働
部

中
小
企
業
課

長

災
害
対
策
用
物
資
輸
送
車
両
の
確
保
等
に
関
す
る
こ
と
。

災
害
対
策
用
物
資
の
確
保
等
に
関
す
る
こ
と
。

１

岐
阜
県
ロ
ボ
ッ
ト
プ
ラ
ザ
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

２

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
の

災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

３

試
験
研
究
機
関(

産
業
技
術
課
所
管
分)

の
災
害
対
策

及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

４

災
害
対
策
用
物
資
の
確
保
等
に
関
す
る
こ
と
。

職
業
安
定
所
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

被
災
商
工
業
者
等
に
対
す
る
融
資
に
関
す
る
こ
と
。

要
請
等
広
域
応
援
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

５

原
子
力
災
害
に
係
る
被
害
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

６

振
興
局(

振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。)

の

原
子
力
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

７

オ
フ
サ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
へ
の
連
絡
員
の
派
遣
に
関
す
る

こ
と
。

の
連
絡
調
整
に
関
す

連
絡
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

術
ス
ク
ー
ル
の

こ
と
。

す
る
こ
と
。

こ
と
。

報
道
班

ぎ
ふ
清
流
国
体

推
進
局

報
道
課
長

労
働
雇
用
班

中
小
企
業
班

国
際
戦
略
推

進
班

観
光
班

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

商
工
労
働
部

労
働
雇
用
課

長
商
工
労
働
部

中
小
企
業
課

長
商
工
労
働
部

国
際
戦
略
推

進
課
長

商
工
労
働
部

観
光
課
長

１

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
木
工
芸

災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２

職
業
安
定
所
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る

１

被
災
商
工
業
者
等
に
対
す
る
融
資
に
関

２

災
害
対
策
用
物
資
の
確
保
等
に
関
す
る

１

在
住
外
国
人
等
に
係
る
災
害
対
策

る
こ
と
。

２

旅
券
セ
ン
タ
ー
の
災
害
対
策
及
び

こ
と
。

観
光
施
設
等
の
災
害
対
策
に
関
す
る

別
表
第
二
総
務
部
の
部
行
政
改
革
班
の
項
並
び
に
総
合
企
画
部
の
部
国
際
班
の
項
、
観
光
・
ブ
ラ
ン

ド
振
興
班
の
項
及
び
地
域
振
興
班
の
項
を
削
り
、
同
表
環
境
生
活
部
の
部
人
づ
く
り
文
化
班
の
項
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

３

大
学
等
高
等
教
育
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
部
商
工
政
策
班
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六

号
を
削
り
、
同
部
モ
ノ
づ
く
り
振
興
班
の
項
及
び
商
業
流
通
班
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
部
企
業
誘
致
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
部
情
報
産
業
班
の
項
第
一
号
中｢

及
び
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー｣

｢

を
削
り
、
同
部
中

｢を

｣

に
改
め
、
同
表
農
政
部
の
部
農
政
班
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五

｣

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

６

水
産
物
及
び
水
産
関
係
施
設
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
農
政
部
の
部
水
産
班
の
項
を
削
り
、
同
表
林
政
部
の
部
林
政
班
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、

第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
部
森
林
整
備
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５

苗
木
等
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
部
の
部
総
務
企
画
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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受
援
対

策
チ
ー

ム 運
営
調
整
班

連
携
振
興
班リ

ー
ダ
ー

危
機
管
理
副
統

括
監

副
リ
ー
ダ
ー

消
防
課
長

ぎ
ふ
清
流
国
体

推
進
局

運
営
調
整
課

長
ぎ
ふ
清
流
国
体

推
進
局

連
携
振
興
課

長

防
災
班

消
防
班 災

害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

各
支
援
部
隊
の
受
援
、
相
互
の
活
動
調
整

及
び
活
動
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

１

医
療
、
助
産
に
関
す
る
こ
と
。

２

防
疫
に
関
す
る
こ
と
。

３

食
品
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

４

広
域
火
葬
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

５

愛
玩
動
物
等
の
救
援
に
関
す
る
こ
と
。

６

飲
料
水
に
関
す
る
こ
と
。

７

そ
の
他
保
健
衛
生
関
係
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
ぎ
ふ
清
流
国
体
推
進
部
の
部
施
設
調
整
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
教
育
部
の
部
ス
ポ
ー
ツ
健
康
班
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

３

学
校
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

｢

地
域
課
長

別
表
第
二
警
察
部
の
部
生
活
安
全
総
括
班
の
項
班
長
担
当
職
の
欄
中｢

地
域
課
長｣

を

通
信
指
令

生
活
環
境

課
長

に
改
め
、
同
部
交
通
総
括
班
の
項
班
長
担
当
職
の
欄
中｢

交
通
規
制
課
長｣

を｢

交
通
規
制
課

課
長｣

運
転
免
許
課

長長｣

に
改
め
る
。

｢

危
機
管
理
班

別
表
第
三
指
揮
総
括
チ
ー
ム
の
項
構
成
班
の
欄
中｢

危
機
管
理
部
各
班｣

を

防
災
班

に
改

消
防
班

｣

め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

｢

広
報
班

別
表
第
三
災
害
情
報
集
約
チ
ー
ム
の
項
構
成
班
の
欄
中｢

秘
書
広
報
部
各
班｣

を

行
政
管
理
班｣

に
改
め
、
同
表
ヘ
リ
統
制
チ
ー
ム
の
項
リ
ー
ダ
ー
、
副
リ
ー
ダ
ー
担
当
職
の
欄
中

｢

危
機
管
理
統
括

｢

防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
長

監｣

を｢

危
機
管
理
副
統
括
監｣

に
、｢

防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
長｣

を

航
空
安
全
管
理
監

｣

に

｢

防
災
班

改
め
、
同
項
構
成
班
の
欄
中｢

防
災
班｣

を

生
活
安
全
総
括
班｣

に
改
め
、
同
表
避
難
所
支
援
チ
ー

｢

危
機
管
理
班

ム
の
項
構
成
班
の
欄
中

｢

危
機
管
理
部
各
班｣

を

防
災
班

に
、

｢

特
別
支
援
教
育
班｣

を

消
防
班

｣

｢

特
別
支
援
教
育
班

ス
ポ
ー
ツ
健
康
班｣

に
改
め
、
同
表
渉
外
チ
ー
ム
の
項
構
成
班
の
欄
中

｢

秘
書
広
報
部
各
班｣

を

｢

秘
書
班

｢

総
務
企
画
班

広
報
班｣

に
、

出
納
管
理
班｣

を｢

総
務
企
画
班｣

に
改
め
、
同
表
医
療
救
護
チ
ー
ム
の
項
リ
ー

ダ
ー
、
副
リ
ー
ダ
ー
担
当
職
の
欄
中｢

健
康
福
祉
部
医
療
技
監｣

を｢

健
康
福
祉
部
次
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
五
総
務
班
の
項
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
七

号
と
し
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
項
第
二
十
号
中｢

女
性
団
体
及
び
青
年
団｣

を｢

青
年
団

体｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
上
げ
、
同
表
保
健
班(

保
健
所
が
設
置
す
る
保
健
班
は
、
所
管
の
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所

を
含
む
。)

の
項
事
務
分
掌
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
五
建
築
班
の
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

総
合
庁
舎
の
応
急
危
険
度
判
定
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒
本
部

員
の
指
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒

本
部
員
の
指
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒
本
部

員
の
指
名
に
関
す
る
規
程(

昭
和
五
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

本
則
第
二
号
中｢

秘
書
広
報
統
括
監｣

を｢

秘
書
広
報
総
括
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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